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青 森 法 登 第70号

令 和6年3月7日

青森県司法書士会長 殿

㍊
青襯 方法務局首席登記官 斎 藤 悟 蜘1舳l

　　　　　　　　　　　　　　 ii　 l,

青森地方法務局不動産課税標準価額の認定に関する規程の運用について

青森地方法務局不動産課税標準価額の認定に関する規程の一部を改正する訓令は、本

日付け青森法登第69号 を もって当局長 か ら発 出された ところですが、その運用に当た

っては、下記事項 に留意の上、遺憾のないよう配慮された く通知 します。

また、貴会所属会員に周知 されるようお取 り計 らい願います。

記

1市 町村 保管 に係 る課税 台帳(以 下 「課税 台帳」 とい う。)の 床面積が登記記録 上の

表示 と異なる場合は、登記 申請の 日の属する年の1月1日 以後 に変更 した ことが明 ら

か に認 め られる場合 を除き、課税台帳の評価額を課税標準価額とする。

2課 税 台帳の地 目が登記記録 上の表示 と異なる場合で、登記申請の日の属する年の1

月1日 以後 に変更 した ことが明 らか に認められる場合は、近傍類似地の課税台帳の評

価額の1平 方 メー トル 当た りの単価 に、当該土地の地積を乗 じた額を課税標準価額と

する。

3青 森 地方法務局不動産課 税標準価額の認定に関する規程(以 下、 「標準価格規 程」

とい う。)第3条 第2号 別表 第1の 種類 欄 に登載 されて いない場合は、別紙 「適用区

分一覧表」の種類 によ り、課税標準価額 を認定する。

4「 適用 区分一覧表」 に登載 されていない種類の建物については、類似する建物の適

用区分により認定して差 し支えない。

53及 び4に よ り認定 した価 額が、近傍類似の不動産の評価額 と著 しく均衡を失する

と認め られる場合は、標準価格規程第5条 によ り認定す る。
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適 用 区 分

民宿 ・別荘 ・茶室

寄宿舎 ・アパー ト・マンション ・養護院 ・老人養護施設(老 人

ホーム)

宿 泊所 ・モ ー テ ル ・ロ ッジ ・保 養 所 ・待 合 ・ユ ー ス ホ ス テ ル ・

料 理 店 ・レス トラ ン ・食 堂

教習所(学 習 塾 ・そ ろばん塾 ・生花 教室)・ 集会 所 ・園舎 ・保

育所 ・研 究所 ・校舎 ・体育館 ・講堂 ・図書館 ・教室 ・個人所有

郵便局舎 ・公民館 ・研修所 ・道場 ・託児所 ・会館(冠 婚 葬祭場)
・ゴル フ練習場 ・接骨院 ・守衛所 ・遊技場(パ チ ンコ ・ダ ンス

ホ ール)・ 給油所

映画館 ・公会堂 ・競技場 ・野球場 ・競馬場 ・医院 ・診療所

製 作 所 ・作 業 場 ・発 電 所 ・変 電 所 ・撰 果 場 ・冷 蔵 庫 ・作 業 所 ・

パ ー キ ン グ タ ワー ・停 車 場 ・鶏 舎 ・蚕 室 ・酪 農 舎 ・温 室 ・タバ

コ乾 燥 室 ・自転 車 置 場 ・機 械 室 ・ポ ン プ室 ・休 憩 室 ・炊 事 場 ・

浴 室 ・更 衣 室 ・洗 面 所 ・娯 楽 室 ・配 電 室 ・火 葬 場 ・駐 車 場 ・荷

捌 所 ・公 衆 浴 場(サ ウナ ・特 殊 浴 場)

車 庫 ・便 所 ・物 置

・ 附属家については、その建物の規模や主従関係等によ り、登記官の判断で

区分を適用することができる。

宗教法人の建物

種 類 適 用 区 分

① 居 宅 庫裏
② 共同住宅 僧堂 ・僧院 ・教職舎

④ 店 舗
事 務 所
百 貨 店
銀 行

本殿 ・拝殿 ・本堂 ・会堂 ・信者修行所 ・社務所 ・宗務庁 ・教務

院 ・教団事務所 ・教会 ・礼拝所

⑥ 工 場

倉 庫

市 場

(又は土蔵)

宝物殿

・ 原則として、宗教法人の建物は非課税であるが、宗教法人以外の所有 とな

る場合の課税適用区分である。



鷲
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青 森 法 登 第69号

令 和6年3月7日

青森県司法書士会長 殿

青森地方法務局長 小 松 淳 也

青森地方法務局不動産課税標準価額の認定に関する規程の一部改正 について

標記規程の一部について、別添のとお り改正 しましたので、貴会所属会員 に周知され

るようお取 り計 らい願います。



○ 青森地方法務局不動産課税標準価額の認定に関する規程

平 成6年3月18日 訓 令 第6号

最終 改正 令 和6年3月7日 訓 令 第2号

(趣 旨)

第1条 登 録免 許税 の課 税標 準 た る不動産の価 額は、登録免許税法に定めるも

ののほか、 この規程の定めるところによ り認定するものとす る。

(評価 額 の あ る不 動産 の価 額 の認定)

第2条 地 方税 法第341条 第9号 に規 定 す る固定 資産課 税 台帳(以 下 「課税

台 帳」 とい う。)に 登録 され た 不動 産 の価 額(以 下 「評 価 額 」 とい う。)の

あ る不動 産 につ いて はそ の価 額 を課税標準 とする。ただ し、課税台帳上の土

地の地 目及び地積又は建物の種類、構造、及び床面積が登記簿上の表示 と異

なる場合 にお いては、次の各号の定めるところによ り認定 した価額 を課税基

準 とする。

1表 示 の変 更 又 は更正 の 登記 が、 登記 申請の 日の属する年の1月1日 以 後

にな されて いる場合 は、登記簿上の表示 によ り認定 した価額

2表 示 の変 更 又 は更 正 の登記 が、 登記 申請の 日の属する年の前年12月3

1日 まで にな され て い る場合 は、課 税台帳の評価額

(評 価 額 のな い不動産 の価 額 の認 定)

第3条 評価 額 のな い不動 産 につ いて は、次の各号 の定め るところによ り認定

した価額を課税標準 とす る。

1市 町村 にお いて 仮評価 を した不動産 については、仮評価 による価額

2評 価 額 又 は仮評価 によ る価 額 のない建物 については、別表第1の 「青森

地方 法 務 局管 内新 築建 物 課税標準価格認定基準表」(以 下 「標 準価 格表 」

とい う。)に よ り認定 した価 額

3区 分所 有建 物 につ いて は、別 紙 によ り認定 した価額

4再 築 した 建物 につ いて は、再 築前の建物の評価額 を基準 にして認定 した

価額

5前 各 号 に該 当 しな い不動産 につ いては、近傍類似の不動産の評価額 を基

礎 として認定 した価額。ただ し、近傍類似の不動産のない土地(公 衆 用道

路 、 ため池 、池 沼 、用 悪水路等)に つ いて は、 そ の土 地 と一 体 とな って利

用 され る隣接土地の評価額(1平 方 メー トル に対す る単価)の100分 の

30を 基準 と して認 定 した価 額

(標準 価 額表 の適 用基 準)



第4条 前条第2号 に規定する 「標準価額表」は次の基準により運用するもの

とする。

1課 税標準は、標準価額表の標準価額に建物の床面積を乗じて算出するも

のとする。

2標 準価額表は、改築した建物又は増築した建物の増築部分についても適

用する。

31棟 の建物で、種類又は構造の異なる部分がある場合は、各部分の床面

積に応 じて計算した価額の合算額を課税標準とする。ただし、各部分ごと

の床面積が明らかでない場合は、全床面積について、それぞれの標準価額

によって算出した価額の平均価額を標準価額とする。

4評 価額のない建物で、別表第2の 「経年減価補正率表」に定める経過年

数に該当する建物については、前3号 により算出した価額に同表による補

正率を乗じて得た価額を課税標準価額とする。

(特別価額の認定)

第5条 前2条 の規定により認定した価額が近傍類似の不動産の評価額と著し

く均衡を失すると認められる場合は、付録第1号 様式により青森地方法務局

長に内議し、その承認を得て認定 した価額を課税標準とすることができる。

2前 項により課税標準を認定 した場合は、内議書及び承認書を当該登記申請

書に編綴しておくものとする。

附 則

1こ の規 程 は、平 成6年4月1日 か ら施行 す る。

2青 森 地方 法 務 局不動 産課 税標 準価額 の認定に関する規程(平 成3年3月1

日訓令 第42号)は 、 廃止 す る。

附 則(平 成9年3月7日 訓令 第4号)

この訓 令 は 、平成9年4月1日 か ら施行 す る。

附 則(平 成12年3月22日 訓令 第3号)

この訓 令 は、 平成12年4月1日 か ら施 行 す る。

附 則(平 成13年12月21日 訓令 第24号)

この訓 令 は、 平成14年1月1日 か ら施 行 す る。

附 則(平 成15年2月21日 訓令 第2号)

この訓 令 は、 平成15年4月1日 か ら施 行 す る。

附 則(平 成18年3月9日 訓 令第10号)

この訓 令 は、 平成18年4月1日 か ら施 行 す る。

附 則(平 成21年3月27日 訓令 第3号)



この訓令は、平成21年4月1日 か ら施行 す る。

附 則(平 成22年3月27日 訓令 第3号)

この訓 令 は、平 成22年4月1日 か ら施行 す る。

附 則(平 成24年3月29日 訓令 第7号)

この訓 令 は、平成24年4月1日 か ら施行 す る。

附 則(平 成27年3月16日 訓令第5号)

この訓 令 は、平成27年4月1日 か ら施行 す る。

附 則(平 成30年3月5日 訓 令第4号)

この訓 令 は、平成30年4月 ユ日か ら施行 す る。

附 則(令 和3年2月26日 訓令 第7号)

この訓 令 は、令和3年4月1日 か ら施 行す る。

附 則(令 和6年3月7日 訓 令第2号)

この訓令 は、令和6年4月1日 か ら施 行す る。



別紙

イ 各専有部分の構造 ・種類が同じである建物の場合

{申 請に係る専有部分の床面積+(1棟 の建物の床面積一全専有部分

の床面積の合計一規約共用部分の床面積)× 申請に係る専有部分の床面

積÷全専有部分の床面積の合計}× 標準価額表の単価+{規 約共用部分

の床面積×申請に係る専有部分の床面積÷全専有部分の床面積の合計×

標準価格表の単価(た だし、規約共用部分の種類に応じた単価)}

ロ 各専有部分の構造 ・種類が異なる建物の場合

(申請に係る専有部分の床面積×標準価額表の単価)+{(1棟 の建

物の床面積一全専有部分の床面積の合計一規約共用部分の床面積)× 標

準価格表の単価(た だし、1棟 の建物中各専有部分の合計床面積が最も

多い構造 ・種類の単価)+規 約共用部分の床面積×標準価額表の単価(た

だし、規約共用部分の種類に応じた単価)}× 申請に係る専有部分の床

面積÷全専有部分の床面積

ハ 別棟の規約共用部分がある場合

上記イ又はロの価額に 「別棟の規約共用部分の床面積×標準価格表の

単価 ×申請に係る専有部分の床面積÷全専有部分の床面積の合計」を加

算する。

二 団地共用部分がある場合

団地型区分所有建物で、2棟 の居住者の共用に供する集会室、管理人

室等の共用部分が一方の棟にある場合には、共用部分の負担割合は2棟

合わせて算定する。



別表第1 別紙1

青森地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表

(基準年度:令 和6年 度)

(1平 方 メー トル単 価 ・単 位:円)

構造

種類
木 造

れ んが 造 ・コンクリー

トブロック造
軽量鉄骨造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋
コンクリート造

居 宅 97,000 一 106,000 123ρ00 148,000 一

共同住宅 95,000 一 106,000 123,000 148,000 一

旅 館 ・料 亭 ・ホテル
一 一 99,000 一 一 一

店舗 ・事務所
・百貨店 ・銀行 80,000 一 77,000 89,000 一 一

劇場・病院 88,000 一 99,000 一 一 一

工場 ・倉 庫 ・市 場 45,000 一 39,000 73,000 114,000 一

土 蔵 一 一 一 一 一 一

附属家 50,000 一 43,000 81,000 127,000 一

※ 本基準により難い場合は、類似する建物との均衡を考慮し個別具体的に認定することとする。



別表第2

経 年 減 価 補 正 率 表

1木 造建物減価補正率 2非 木造建物減価補正率

経過年数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27以 上

経年減点
補 正 率

0,80

0.75

0,70

0.67

0,64

0,62

0,59

0.56

0,53

0,50

0.48

0,45

0,42

0,39

0,37

0,34

0,32

0,30

0,28

0,25

0,24

0,24

0,23

0,22

0.21

0,21

0,20

経過年数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45以 上

経年減点
補 正 率
0,9579

0,9309

0,9038

0,8803

0.8569

0,8335

0.8100

0.7866

0,7632

0,7397

0,7163

0,6929

0,6695

0,6460

0.6225

0,5992

0.5757

0,5523

0,5288

0,5054

0,4820

0.4585

0.4388

0,4189

0,3992

0.3794

0,3596

0,3398

0,3228

0,3059

0,2916

0,2774

0,2631

0,2488

0,2345

0,2294

0,2243

0.2191

0,2140

0,2089

0,2071

0,2053

0,2036

0,2018

0,2000

※本表は、令和5年11月15日 付 け総務省告示第385号 による改正後の固定資産評価基準

(昭和38年12月25日 自治省告示第158号)の 「木造家屋経年減点補正率基準表」及び
「非木造家屋経年減 点補正率基準表」か ら平均値 を算 出 したものであ る。

別紙2



付録第1号 様式

青森地方法務局長 殿

別紙3

機密性2完 全性2可 用性2

登 日 記 第 号

令 和 年 月 日

青森地方法務局○○支局

登記官 ○ ○ ○ ○[麺]

課税標準の認定について(内 議)

標記のことについて、青森地方法務局不動産課税標準価額の認定に関する

規程第5条 第1項 の規定により内議します。

記

不 動 産 の 表 示

認 定 価 額

認 定 の 理 由

認定価額算出の基礎

備 考


